
学校職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則案について 

義務教育課 

１ 改正理由 

へき地教育振興法施行規則第 13 条の規定により、へき地学校等の指定は 

おおむね６年ごとに行うこととされているため、現行の指定がなされた平成 

28 年４月１日から６年が経過する令和４年４月１日にへき地学校等の指定の

見直しを行う。 

２ 改正内容 

下伊那郡平谷村立平谷小学校、松本市立奈川小学校及び松本市立奈川中学校

を「１級地のへき地学校」から「２級地のへき地学校」に、下伊那郡阿智村立

清内路小学校、南佐久郡川上村立川上中学校及び南佐久郡川上村学校給食共同

調理場を「へき地学校に準ずる学校」から「１級地のへき地学校」に、下伊那

郡天龍村立天龍小学校及び下伊那郡天龍村立天龍村学校給食共同調理場を「特

別の地域に所在する学校」から「へき地学校に準ずる学校」に変更する。 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日 



学校職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則案 

 学校職員のへき地手当等に関する規則（昭和46年長野県教育委員会規則第３号）の

一部を次のように改正する。 
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別表第１の１級の項中 を 
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下伊那郡阿智村立浪合小学校 

下伊那郡平谷村立平谷小学校 

下伊那郡阿智村立清内路小学校 

下伊那郡阿智村立浪合小学校 

飯田市立和田小学校 

松本市立奈川小学校 

飯田市立和田小学校 に、 

上田市立菅平中学校 を 

南佐久郡川上村立川上中学校 

南佐久郡川上村学校給食共同調理場 に、 

上田市立菅平中学校 

松本市立奈川中学校 

木曽郡木曽町立開田中学校 

木曽郡木曽町立開田中学校  に改め、同表の２級の 

項中 

飯田市立上村小学校 

を 松本市立山辺小学校美ヶ原分校 

松本市立大野川小学校 
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   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

下伊那郡平谷村立平谷小学校 

 に改める。 

飯田市立上村小学校 

松本市立奈川小学校 

松本市立大野川小学校 

松本市立山辺小学校美ヶ原分校 

松本市立奈川中学校 

 

 別表第２中     下伊那郡阿智村立清内路小学校  を 

 

下伊那郡天龍村立天龍小学校 
 に、 

下伊那郡天龍村立天龍村学校給食共同調理場 

 

飯田市立竜東中学校  に改める。 

 

南佐久郡川上村立川上中学校  

南佐久郡川上村学校給食共同調理場  を 

飯田市立竜東中学校  

 

 別表第３中     

下伊那郡天龍村立天龍小学校 

 を 下伊那郡天龍村立天龍村学校給食共同調理場 

長野市立芋井小学校第一分校 

 

長野市立芋井小学校第一分校  に改める。 

 



学校職員のへき地手当等に関する規則新旧対照表 

（昭和46年長野県教育委員会規則第３号） 

 

改 正 案 現  行 

（別表第１）（第２条関係） （別表第１）（第２条関係） 

 級地区分 学校   級地区分 学校  

 １級 （略）   １級 （略）  

  下伊那郡阿南町立新野小学校    下伊那郡阿南町立新野小学校  

  下伊那郡阿智村立清内路小学校    （新設）  

  下伊那郡阿智村立浪合小学校    下伊那郡阿智村立浪合小学校  

  （削る。）    下伊那郡平谷村立平谷小学校  

  （略）    （略）  

  飯田市立和田小学校    飯田市立和田小学校  

  （削る。）    松本市立奈川小学校  

  木曽郡木曽町立開田小学校    木曽郡木曽町立開田小学校  

  （略）    （略）  

  下水内郡栄村立栄小学校    下水内郡栄村立栄小学校  

  南佐久郡川上村立川上中学校    （新設）  

  南佐久郡川上村学校給食共同調理場    （新設）  

  上田市立菅平中学校    上田市立菅平中学校  

  （略）    （略）  

  飯田市立南信濃給食センター    飯田市立南信濃給食センター  

  （削る。）    松本市立奈川中学校  

  木曽郡木曽町立開田中学校    木曽郡木曽町立開田中学校  

  （略）    （略）  

 ２級 下伊那郡阿南町立和合小学校   ２級 下伊那郡阿南町立和合小学校  

  下伊那郡平谷村立平谷小学校    （新設）  

   飯田市立上村小学校     飯田市立上村小学校  

   松本市立奈川小学校     （新設）  

   松本市立大野川小学校     松本市立山辺小学校美ヶ原分校  

   松本市立山辺小学校美ヶ原分校     松本市立大野川小学校  

   松本市立奈川中学校     （新設）  

  松本市立大野川中学校    松本市立大野川中学校  

  （略）    （略）  

 ４級 （略）   ４級 （略）  

（別表第２）（第２条関係） 

 学校  

（別表第２）（第２条関係） 

 学校  



改 正 案 現  行 

（略） 

下伊那郡阿南町立富草小学校 

（削る。） 

下伊那郡天龍村立天龍小学校 

下伊那郡天龍村立天龍村学校給食共同調理場 

飯田市立千代小学校 

（略） 

長野市鬼無里学校給食共同調理場 

（削る。） 

（削る。） 

飯田市立竜東中学校 

（略） 

（別表第３）（第２条関係） 

学校 

（削る。） 

（削る。） 

長野市立芋井小学校第一分校 

（略） 

（略） 

下伊那郡阿南町立富草小学校 

下伊那郡阿智村立清内路小学校 

（新設） 

（新設） 

飯田市立千代小学校 

（略） 

長野市鬼無里学校給食共同調理場 

南佐久郡川上村立川上中学校 

南佐久郡川上村学校給食共同調理場 

飯田市立竜東中学校 

（略） 

（別表第３）（第２条関係） 

学校 

下伊那郡天龍村立天龍小学校 

下伊那郡天龍村立天龍村学校給食共同調理場 

長野市立芋井小学校第一分校 

（略） 


